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№

3 かしはら市議会だより

に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の橿
原
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正

多
機
能
端
末
機
に
よ
る
印
鑑
登

録
証
明
書
の
交
付
の
実
施
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

橿
原
市
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正

道
路
法
に
基
づ
く
道
路
の
附
属

物
の
自
動
車
駐
車
場
と
し
て
、
新

た
に
今
井
西
環
濠
広
場
駐
車
場
を

設
け
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の

橿
原
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
改
正

公
営
住
宅
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
認
知
症
患
者
等
で
あ
る
入
居

者
の
収
入
申
告
義
務
の
緩
和
が
可

能
と
な
っ
た
た
め
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の

そ
の
他
の
案
件

訴
え
提
起
前
の
和
解
（
市
営
住
宅

家
賃
支
払
請
求
に
係
る
和
解
）

市
営
住
宅
の
家
賃
を
滞
納
し
、

履
行
延
期
の
承
認
を
し
た
者
に
対

し
、
債
務
の
履
行
を
確
実
な
も
の

と
す
る
た
め
、
訴
え
提
起
前
の
和

解
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
９６

条
第
１
項
第
１２
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の

訴
え
提
起
前
の
和
解
（
改
良
住
宅

家
賃
支
払
請
求
に
係
る
和
解
）

改
良
住
宅
の
家
賃
を
滞
納
し
、

履
行
延
期
の
承
認
を
し
た
者
に
対

し
、
債
務
の
履
行
を
確
実
な
も
の

と
す
る
た
め
、
訴
え
提
起
前
の
和

解
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
９６

条
第
１
項
第
１２
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の

訴
え
の
提
起
（
建
物
明
渡
請
求
及

び
市
営
住
宅
家
賃
支
払
請
求
）

市
営
住
宅
の
家
賃
を
滞
納
し
て

い
る
者
に
対
し
、
市
営
住
宅
の
明

渡
し
及
び
市
営
住
宅
家
賃
等
の
支

払
を
求
め
る
た
め
、
訴
え
の
提
起

に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
９６
条

第
１
項
第
１２
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の

橿
原
市
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ル
ー
ム

の
指
定
管
理
者
の
指
定

指
定
す
る
団
体

Ｐ
Ｆ
Ｉ
八
木
駅
南
市
有
地
活
用

株
式
会
社

橿
原
市
高
取
町
明
日
香
村
障
害
認

定
審
査
会
共
同
設
置
規
約
の
変
更

橿
原
市
役
所
分
庁
舎
の
開
設
に

伴
い
、
橿
原
市
高
取
町
明
日
香
村

障
害
認
定
審
査
会
の
執
務
場
所
を

変
更
す
る
た
め
、
規
約
の
変
更
に

つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
２
５
２

条
の
７
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の

橿
原
市
高
取
町
明
日
香
村
介
護
認

定
審
査
会
共
同
設
置
規
約
の
変
更

橿
原
市
役
所
分
庁
舎
の
開
設
に

伴
い
、
橿
原
市
高
取
町
明
日
香
村

介
護
認
定
審
査
会
の
執
務
場
所
を

変
更
す
る
た
め
、
規
約
の
変
更
に

つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
２
５
２

条
の
７
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の

市
道
路
線
の
認
定
、
変
更
及
び
廃

止
飯
高
町
１２
号
線
の
他
４
路
線
を

市
道
と
し
て
認
定
す
る
も
の
。
小

槻
町
３７
号
線
の
終
点
を
変
更
す
る

も
の
。
膳
夫
町
１５
号
線
の
起
点
及

び
終
点
を
変
更
す
る
も
の
。

膳
夫
町
１４
号
線
を
廃
止
す
る
も

の
。

予
算
案
件

平
成
２９
年
度
橿
原
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
４
号
）

平
成
２９
年
度
橿
原
市
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）

否
決
議
案

橿
原
市
執
行
機
関
の
附
属
機
関
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

執
行
機
関
の
附
属
機
関
と
し
て
、

新
た
に
橿
原
市
新
本
庁
舎
建
設
検

討
委
員
会
を
設
置
す
る
た
め
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の

平
成
２９
年
度
橿
原
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
４
号
）（
修
正
案
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
並
び
に
市
長
、

副
市
長
、
お
よ
び
教
育
長
の
給
与

に
か
か
る
部
分
を
減
額
修
正
す
る

も
の

橿
原
市
市
民
投
票
条
例
の
制
定

（
修
正
案
）

投
票
結
果
の
尊
重
規
定
を
修
正

し
、
投
票
成
立
要
件
を
追
加
す
る

も
の

討

論

　

次
の
議
案
に
つ
い
て
討
論
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

橿
原
市
執
行
機
関
の
附
属
機
関
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

日
本
共
産
党

　

市
民
の
代
表
が
含
ま
れ
て
い
な

い
。
短
期
間
で
重
要
な
新
本
庁
舎

建
設
に
当
た
る
基
本
計
画
を
策
定

す
る
過
程
に
問
題
が
あ
る
。
新
本

庁
舎
建
設
に
お
け
る
１
平
方
メ
ー

ト
ル
当
た
り
の
単
価
が
他
市
に
比

べ
割
高
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ

方
式
は
活
用
す
べ
き
で
な
い
こ
と

を
強
調
し
反
対
す
る
。

橿
原
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の

採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る

条
例
等
の
一
部
改
正

い
ず
れ
の
会
派
に
も
所

属
し
な
い
議
員（
日
本
維
新
の
会
）

　

本
県
の
平
成
２８
年
度
の
所
得

税
収
入
は
、
前
年
に
比
べ
約
１１
億

円
減
収
し
て
い
る
。
奈
良
県
人
事

委
員
会
の
調
査
で
も
民
間
給
与

は
下
が
っ
て
い
る
。
今
回
の
給
与

引
き
上
げ
は
、
一
般
財
源
を
圧
迫

し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
が
危

惧
さ
れ
る
。
財
政
状
況
が
厳
し
い

中
、
公
務
員
だ
け
が
厚
遇
さ
れ
る

と
一
般
市
民
と
の
格
差
拡
大
に
つ

な
が
る
。
地
域
民
間
給
与
の
よ
り

的
確
な
反
映
を
も
と
に
公
務
員
給

与
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ

て
反
対
す
る
。

橿
原
市
の
常
勤
の
特
別
職
の
職
員

の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部


